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資料１ 諮問書 

 

交 教 適 第 １ ９ 号 

令和元年７月３０日 

 

交野市学校教育審議会長 様 

 

交野市教育委員会教育長 

 

 

交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の 

学校適正配置の方向性について（諮問） 

 

標記の件につきまして、交野市学校教育審議会条例（昭和４８年 条例第４号）第２条の規定に

基づき意見を求めます。 

 

 

記 

 

「諮問内容」 

交野市立小・中学校における児童生徒の教育環境の維持向上を図り、更なる少子化、学校の老

朽化等の課題や小中一貫教育などの新たな学校づくりに対応するため策定した「交野市学校規模

適正化基本計画」において、再度検討することとされている「交野市立第三中学校区及び交野市

立第四中学校区の学校適正配置の方向性」について、調査及び審議をお願いします。 
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資料２ 交野市学校教育審議会の審議経過（諮問事項関連のみ記載） 

回数 開催日 審議事項 

第１回 令和元年7月30日 
・学校規模の適正化の経過と交野市立第一中学校区、第三中学校区及び

第四中学校区の現状と今後の進め方の説明 

第４回 令和2年2月19日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第５回 令和2年3月16日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第６回 令和2年6月10日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第７回 令和2年7月2日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第８回 令和2年8月7日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第９回 令和2年9月29日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１０回 令和2年10月27日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１１回 令和2年11月20日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１２回 令和2年12月15日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１３回 令和3年1月29日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１４回 令和3年2月25日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１５回 令和3年3月29日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１６回 令和3年7月28日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１７回 令和3年10月12日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１８回 令和3年11月15日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第１９回 令和3年12月20日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 

第２０回 令和4年3月30日 
・交野市立第三中学校区及び交野市立第四中学校区の学校適正配置の方向性

について 
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第２１回 令和4年6月20日 ・答申案について 
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資料３ 交野市学校教育審議会委員名簿 

 

区 分 氏 名 任 期 

一般市民 

加藤 勤 令和元年 7月 30日 ～ 令和 3年 7月 29日 

中山 尚美 令和元年 7月 30日 ～ 令和 3年 7月 29日 

上田 有里子 令和 3年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

狩野 博美 令和 3年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

市岡 伊佐男 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

巽 憲次郎 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

市立学校長 

高嵜 育 令和元年 7月 30日 ～ 令和 3年 3月 31日 

恒松 小百合 令和 3年 4月 27日 ～ 令和 5年 7月 29日 

田中 剛 令和元年 7月 30日 ～ 令和 2年 3月 31日 

大塚 弘治 令和 2年 6月 10日 ～ 令和 5年 7月 29日 

市立学校教職員 

大隅 昌之 令和元年 7月 30日 ～ 令和 2年 3月 31日 

野路岡 裕之 令和 2年 6月 10日 ～ 令和 5年 7月 29日 

清水 崇之 令和元年 7月 30日 ～ 令和 3年 3月 31日 

重本 匡陽 令和 3年 4月 27日 ～ 令和 5年 7月 29日 

市立学校 

PTA会員 

楠田 昌弘 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

駒路 和美 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

中原 祥行 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

学識経験を 

有する者 

冨田 明徳 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

村橋 彰 令和元年 7月 30日 ～ 令和 2年 10月 13日 

近藤 裕敏 令和 3年 4月 27日 ～ 令和 5年 7月 29日 

藤丸 一郎 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

九門 りり子 令和元年 7月 30日 ～ 令和 5年 7月 29日 

臨時委員 
中西 隆清 令和 2年 6月 10日 ～ 令和 4年 3月 31日 

山口 五十一 令和 2年 6月 10日 ～ 令和 5年 7月 29日 
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資料４ 第三中学校区の児童生徒数・学級数の将来推計 

 

 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

生徒数 627 633 587 563 524 523 507 493 472 466 451 441 418 395

学級数 18 17 15 15 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12

児童数 362 341 322 309 294 293 292 280 291 295 295 267 265 271

学級数 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12

児童数 376 366 367 387 389 389 395 371 362 337 303 289 265 263

学級数 12 12 12 12 13 13 13 13 13 12 11 11 11 11

児童数 374 356 358 347 341 345 319 299 294 292 276 266 265 259

学級数 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

※H28～R2については、各年5月1日の実数

※児童生徒数には、支援学級児童生徒数含む。

※学級数には支援学級数を含まない。

第三中学校

星田小学校

妙見坂小学校

旭小学校

0

100

200

300

400

500

600

700

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（人） 児童生徒数（第三中学校区）
（第三中）

627

（第三中）
466

388

（第三中）

（第三中）

524

（妙見坂小）

（妙見坂小）337

246

294

（旭小）

（星田小）

（星田小）

295

258

362

341

（旭小）

（星田小）

374

（星田小）

（妙見坂小）
376

（妙見坂小）
389 （旭小）

292

（旭小）

257

（第三中）
587

322

（旭小）

（星田小）

358

（妙見坂小）

367

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（学級）
学級数（第三中学校区）

（第三中）
18

12

（妙見坂小）

13

（第三中）

12

12

（第三中）

12

（旭小）

（星田小）

13

（第三中）

（妙見坂小）

12

（星田小）

（旭小）

12

（妙見坂小）

12 12

（星田小）

（旭小）

11

（妙見坂小）

11

12

（旭小）

（星田小）

11

（第三中）

１5

（妙見坂小）
12 12

（星田小）

（旭小）

12

１4
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令和 2 年 10 月時点 

  

R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

388 378 368 356 345 334 325 319 313 307 301 297 294 291 288 285

12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

258 251 249 243 237 232 227 223 218 214 211 207 204 200 198 195

12 12 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6

257 247 255 249 243 238 233 229 225 222 218 214 211 207 204 200

11 11 12 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6

246 236 232 227 221 216 211 207 202 198 196 193 191 188 186 184

11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27
（年度）

児童生徒数（第三中学校区） 生徒数（第三中）

児童数（星田小）

児童数（妙見坂小）

児童数（旭小）

（第三中）

334
301

（第三中）
（第三中）

285
（妙見坂小）

（旭小）
（妙見坂小）

216 211

200

（星田小）（旭小）

（星田小）

238

218

（旭小）

196
232

（星田小）

（妙見坂小）

195

184
（旭小）

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 （年度）

学級数（第三中学校区）
学級数（第三中）

学級数（星田小）

学級数（妙見坂小）

学級数（旭小）

小学校

中学校

小規模 適正規模

１１学級以下

８学級以下

１２学級以上２４学級以下

（１学年あたり２～４学級）

９学級以上１８学級以下

（１９学級以上２４学級以下も許容範囲とする）

学校規模適正化基本方針 （望ましい学校規模について）

（旭小）

（星田小）

（第三中）
9

（妙見坂小）
10

6

（星田小）

（旭小）

9

（第三中）

9

（妙見坂小）
66

（星田小）（旭小）

6

（第三中）

（妙見坂小）
6

6

（星田小）（旭小）

6

9
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資料５ 第三中学校区の学校施設の諸元 

 

 

星田小学校

10,232㎡

6,215㎡
4,916㎡

1961（S36）年　（建築後58年）

1966（S41）年　（建築後53年）
○
○

22年　（建替時期：令和23年）
27年　（建替時期：令和28年）

44
91

※１　校舎の建築年度は棟別に異なるため、延床面積1,000㎡以上
　　　 の棟のうち、もっとも古い棟の建築年度を記載している。

※２　健全度評価は、平成30年10月末時点における、
　　　 各棟で②の部位ごとに、①の種別で評価し、
　　　 ③の式で健全度を評価。

※３　校舎の健全度評価は、下の式にて算出。

第三中学校

｛面積（棟１）×健全度（棟１）＋・・・＋面積（棟n）×健全度（棟n）｝ = 校舎の健全度
　面積（棟１＋・・・＋棟n）

健全度

評価※２ 体育館
59

長寿命化した場

合の残存年数

長寿命化
判定

校舎

校舎
体育館
校舎

体育館

100

35年　（建替時期：令和36年）
―

○
×

敷地面積 22,384㎡

建築年度 校舎※1

運動場面積
延床面積

10,402㎡
8,788㎡

体育館

1974（S49）年　（建築後45年）

1975（S50）年　（建築後44年）
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R2.3時点

星田小学校

10,232㎡

6,215㎡
4,916㎡

1961（S36）年　（建築後58年）

1966（S41）年　（建築後53年）
○
○

22年　（建替時期：令和23年）
27年　（建替時期：令和28年）

44
91

①部位の健全度 ②部位のコスト配分 ③健全度

※100点満点にするためにコスト配分の

　 合計値で割っている。

※健全度は、数値が大きいほど健全、

　 数値が小さいほど劣化が進んでいる

　 ことを示す。

A： 概ね良好

B： 安全上、機能上、問題なし

C： 安全上、機能上、劣化の兆しがみられる

D： 劣化の程度が大きく、安全上、機能上、問題があり、早急に対応する必要がある

72 69
31 30

×
34年　（建替時期：令和35年） 37年　（建替時期：令和38年）

― ―

×
○ ○

妙見坂小学校 旭小学校

24,524㎡ 18,655㎡（第三給食センター跡地1,322㎡あり）

10,018㎡
5,862㎡ 5,200㎡

1973（S48）年　（建築後46年） 1976（S51）年　（建築後43年）

9,835㎡

1974（S49）年　（建築後45年） 1977（S52）年　（建築後42年）

D 10 ４　電気設備 8.0

５　給排水設備 6.0

６　空調設備 1.0

７　昇降機その他 0.5

計 60.0

B 75 ２　外壁 14.9

C 40 ３　内部仕上げ 22.4

評価 健全度 部位 コスト配分 総和（部位の健全度×部位のコスト配分）

A 100 １　屋根・屋上 7.2 評価対象部位がオールAの点数
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資料６ 第三中学校区の校区・地区・通学距離 

 

 

 

 

 

（２）第三中学校への通学距離

（５）旭小学校への通学距離

（１）第三中学校区の地区図・小学校区図

（４）妙見坂小学校への通学距離
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R2.12時点

（２）第三中学校への通学距離

（５）旭小学校への通学距離

※星田北7丁目のうち、色つき（黄色）の区域（既存住宅区域）は

　星田小学校区、色なしの区域（星田北エリアまちづくり区域）は

　藤が尾小学校区の場合。

（３）星田小学校への通学距離

小学校

中学校

2km以内を基本とし、3km以内を許容範囲

3km以内を基本とし、4km以内を許容範囲

学校規模適正化基本方針 （望ましい通学距離について）

【地域の課題】

星田地区・・・第三中学校区の星田小学校区・妙見坂小学校区・旭小

学校区と、第四中学校区の藤が尾小学校区の、４小学

校区・２中学校区にまたがっている。

南星台地区・・・大部分は妙見坂小学校区であるが、一部星田 小学

校区であり、２小学校区にまたがっている。
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資料７ 第三中学校区の適正配置案（一覧表） 

 

 

※「案名称」に斜線のある配置案は、赤字で記載のデメリットを含んでいる。 

※赤字で記載のデメリットは、学校規模適正化基本計画において、教育環境上望ましくないと考えられるもので、第三中 

学校区の学校適正配置案では、以下の①②がある。 

①児童の通学上、他の学校施設のすぐそばを通過して、遠くの学校へ通学するような場合 

②児童の通学上、他の小学校区をまたいでの通学、または、他の小学校を大きく迂回して通学するような場合 

学校統合
案(20)

星田
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）
・課題③が残る。

学校統合
案(21)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。（最長約1.5km）（星田5丁目など
の地域では、すぐ近くにある旭小学校を通過しての通学になる。）
・課題③が残る。

学校統合
案(22)

星田
小学校
敷地

・課題①及び③が解消される。
・学校間の距離が近接しているため、通学距離が大きく延びる地
域がない。（最長約2.2km）

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・課題②が残る。

学校統合
案(23)

旭
小学校
敷地

・課題①及び③が解消される。
・学校間の距離が近接しているため、通学距離が大きく延びる地
域がない。（最長約2.0km）
・隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活用が可能。

・課題②が残る。

学校統合
案(24)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.6km）（星田4丁
目や星田6丁目などの地域では、すぐ近くにある星田小学校を通
過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂回しての通学となる地
域がある。
・課題①が残る。

学校統合
案(25)

旭
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.4km）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂回しての通学となる地
域がある。
・課題①が残る。

学校統合
案(26)

星田
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.2km）
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(27)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.6km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(28)

旭
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.1km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(29)

1)妙見坂小学校区と
星田小学校区の一
部を統合

2)旭小学校区と星田
小学校区の一部を
統合

1)妙見坂
小学校
敷地

2)旭
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。
・旭小学校敷地は、隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活
用が可能。
・通学距離が大きく延びる地域がない。（最長約2.0km）

・地域コミュニティに大きな影響を与えるおそれがある。

学校統合
案(30)

1)星田小学校区と妙
見坂小学校区の一
部を統合

2)旭小学校区と妙見
坂小学校区の一部
を統合

1)星田
小学校
敷地

2)旭
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・旭小学校敷地は、隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活
用が可能。

・地域コミュニティに大きな影響を与えるおそれがある。
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）

学校統合
案(31)

1)星田小学校区と旭
小学校区の一部を
統合

2)妙見坂小学校区と
旭小学校区の一部
を統合

1)星田
小学校
敷地

2)妙見坂
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・地域コミュニティに大きな影響を与えるおそれがある。
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.6km）

小中学校
統合案

(10)

星田小学校・妙見坂
小学校・第三中学校
を統合

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。（最長約1.5km）（星田7丁目など
の地域では、すぐ近くにある(新）小中学校を通過しての通学とな
る。）
・課題③が残る

小中学校
統合案

(11)

第三
中学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）
・（新）小中学校のうち、小学校部分で一時的に適正規模を上回
る見込みである。

小中学校
統合案

(12)

星田
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.2km）
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

小中学校
統合案

(13)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.6km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

小中学校
統合案

(14)

旭
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地（1.322㎡）の活用が可能。
・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.1km）
・（新）小中学校のうち、小学校部分で一時的に適正規模を上回
る見込みである。

案名称

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置まで
の動き

統合後の
学校の
位置

メリット

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。

星田小学校・
妙見坂小学校
を統合

星田小学校・
旭小学校
を統合

妙見坂小学校・
旭小学校
を統合

星田小学校・
妙見坂小学校・
旭小学校
を統合

星田小学校・妙見坂
小学校・旭小学校・
第三中学校を統合

デメリット
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資料８ 第三中学校区の適正配置案（配置図） 
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資料９ 「第三中学校区における市立小中学校の適正配置等に関する懇談会」概要 

 

日  時：令和３年７月～令和３年１２月 

開催回数：４回  先進事例施設見学：２回 

懇談会参加者数：３６人（６班構成） 

令和２年度からみて、５・１０・２０年後の第三中学校区の学校適正配置について： 

５年後の第三中学校区における望ましい学校適正配置については、現状の学校配置を維持する配

置案（１）が望ましいと考えられた方が２０名で最も多いという結果となりました。次いで、望ま

しいと考えられた方が多い配置案は、星田小学校・妙見坂小学校・旭小学校・第三中学校の４校を

統合し、統合校を現在の第三中学校敷地に設置する配置案（１５）が４名で２番目に、星田小学校・

旭小学校を統合し、統合校を現在の旭小学校敷地に設置する配置案（５）が２名で３番目に多いと

いう結果となりました。 

 １０年後の第三中学校区における望ましい学校適正配置については、配置案（１）が望ましいと

考えられた方が１４名で最も多いという結果となりました。次いで、望ましいと考えられた方が多

い配置案は、星田小学校・妙見坂小学校・旭小学校・第三中学校の４校を統合し、統合校を現在の

第三中学校敷地と第三中学校敷地に隣接する星田大池の埋立地（最大三分の二の面積）をあわせた

敷地（星田大池は大字星田財産区の所有地となっているため、用地取得が必要）に設置する配置案

（１５の２）が４名で２番目に、配置案（１５）が２名で３番目に多いという結果となりました。 

 ２０年後の第三中学校区における望ましい学校適正配置については、配置案（１５の２）が望ま

しいと考えられた方が８名で最も多いという結果となりました。次いで、望ましいと考えられた方

が多い配置案は、配置案（１５）が３名で２番目に、配置案（５）が２名で３番目に多いという結

果となりました。一方で、２０年後については、現時点ではイメージできない、わからないとの意

見も複数ありました。 

表．５・１０・２０年後で１番目に望ましいと考えられた方が多かった配置案 

 

※資料９に記載の懇談会での配置案名称と、資料７・８に記載の配置案名称（本審議会で審議してきた配置案名称） 

は異なる。詳細は、資料１０のとおり。 

 

出典：第三中学校区における市立小中学校の適正配置等に関する懇談会 報告書 令和３年１２月 交野市教育委員会 

５年後 １０年後 ２０年後

配置案（１） 配置案（１） 配置案（１５の２）

概要：現状の学校配置を維持 概要：現状の学校配置を維持

概要：星小・妙小・旭小・三中
　　　を統合し、統合校を三中
　　　敷地と星田大池の埋立地
　　　をあわせた敷地に設置

配置案（１５） 配置案（１５の２） 配置案（１５）

概要：星小・妙小・旭小・三中
　　　を統合し、統合校を三中
　　　敷地に設置

概要：星小・妙小・旭小・三中
　　　を統合し、統合校を三中
　　　敷地と星田大池の埋立地
　　　をあわせた敷地に設置

概要：星小・妙小・旭小・三中
　　　を統合し、統合校を三中
　　　敷地に設置

配置案（５） 配置案（１５） 配置案（５）

概要：星小・旭小を統合し、
　　　統合校を旭小敷地に設置

概要：星小・妙小・旭小・三中
　　　を統合し、統合校を三中
　　　敷地に設置

概要：星小・旭小を統合し、
　　　統合校を旭小敷地に設置

１番目

に多い
配置案

２番目

に多い
配置案

３番目

に多い
配置案
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資料１０ 学校教育審議会と第三中学校区における市立小中学校の適正配置等に関する懇談会の 

      学校適正配置案番号対応表 

 

 

学校統合案
（２７）

配置案
（１２）

小中学校統合案
（１４）

配置案
（１８）

学校統合案
（２８）

配置案
（１３）

配置案
（１７）

学校統合案
（２５）

配置案
（７）

小中学校統合案
（１２）

配置案
（１６）

学校統合案
（２６）

配置案
（１１）

小中学校統合案
（１３）

配置案
（１５の２）

学校統合案
（２３）

配置案
（５）

小中学校統合案
（１１）

配置案
（１５）

学校統合案
（２４）

配置案
（６）

―

配置案
（１４）

学校統合案
（２１）

配置案
（３）

学校統合案
（３１）

配置案
（１０）

学校統合案
（２２）

配置案
（４）

小中学校統合案
（１０）

学校統合案
（２９）

配置案
（８）

学校統合案
（３０）

配置案
（９）

―
配置案
（１）

学校統合案
（２０）

配置案
（２）

配置案概要審議会 懇談会 審議会 懇談会配置案概要

現状の学校配置を維持

星小・妙小を星小敷地

で統合

星小・妙小を妙小敷地

で統合

星小・旭小を星小敷地

で統合

星小・旭小を旭小敷地

で統合

妙小・旭小を妙小敷地

で統合

妙小・旭小を旭小敷地

で統合

星小・妙小・旭小を

星小敷地で統合

星小・妙小・旭小を

妙小敷地で統合

星小・妙小・旭小を

旭小敷地で統合

星小校区を分割

妙小校区を分割

旭小校区を分割

星小・妙小・三中を

三中敷地で統合

星小・妙小・旭小・三中

を三中敷地で統合

星小・妙小・旭小・三中

を星小敷地で統合

星小・妙小・旭小・三中

を妙小敷地で統合

星小・妙小・旭小・三中

を旭小敷地で統合

星小・妙小・旭小・三中

を三中敷地（＋星田大池の

土地）で統合
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資料１１ 第四中学校区の児童生徒数・学級数の将来推計 

 

 

 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

生徒数 567 574 526 503 510 531 517 498 477 458 435 424 428 422

学級数 15 15 14 14 14 15 14 13 12 12 12 12 12 12

児童数 366 368 364 338 336 310 306 304 309 299 303 303 293 283

学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

児童数 349 325 324 309 291 291 295 287 264 264 253 238 229 217

学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 9 8 7

児童数 381 388 409 394 384 394 394 385 380 385 379 360 346 339

学級数 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

※H28～R2については、各年5月1日の実数

※児童生徒数には、支援学級児童生徒数含む。

※学級数には支援学級数を含まない。

※本資料では、星田駅北（星田北6・7丁目）の住宅開発の影響は、加味していない。
　 星田駅北の住宅開発に伴う児童生徒数の増加見込みについては、参考資料１１「星田駅北開発地域資料」を参照

第四中学校

岩船小学校

藤が尾小学校

私市小学校

0

100

200

300

400

500

600

700

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（人） 児童生徒数（第四中学校区）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（学級）
学級数（第四中学校区）

学級数（第四中）

学級数（岩船小）

学級数（藤が尾小）

学級数（私市小）

（第四中）
567

458

（私市小）
384

（第四中）414

336

（第四中）

366

510

（私市小）

（岩船小）

381

（第四中）

（藤が尾小）
349

（藤が尾小）

（岩船小）

291

（藤が尾小）

264

385

（岩船小）

（私市小）

299

（藤が尾小）

223

327

（岩船小）

（私市小）

273

（第四中）
526

364

（私市小）

（岩船小）

409

（藤が尾小）

324

12

12

（第四中）
15

12

（私市小）
12

（第四中）

12

（第四中）

12

14

（私市小）

（岩船小）

12

（第四中）

（藤が尾小）

12
（藤が尾小）

（岩船小）
（藤が尾小）

11

12

（岩船小）（私市小）

12

（藤が尾小）7

12

（岩船小）（私市小）

12

（私市小）

（第四中）
14

（藤が尾小）

（岩船小）

13

12

12
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令和 2 年 10 月時点 

 

 

R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

414 404 394 382 370 357 347 340 335 330 325 320 316 311 307 303

12 12 12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

273 273 255 249 243 238 233 229 225 222 218 214 211 207 204 200

12 12 12 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6

223 213 212 206 201 196 193 189 186 184 181 179 176 174 172 169

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

327 319 318 310 302 294 288 282 277 273 269 266 262 259 255 252

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

　 星田駅北の住宅開発に伴う児童生徒数の増加見込みについては、参考資料１１「星田駅北開発地域資料」を参照

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 （年度）

児童生徒数（第四中学校区） 生徒数（第四中）

児童数（岩船小）

児童数（藤が尾小）

児童数（私市小）

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 （年度）

学級数（第四中学校区）

（岩船小）

（私市小）

294

（第四中）

357

238
（藤が尾小） （岩船小）

196

（第四中）

325

（藤が尾小）

181 218

（私市小）

（岩船小）

269
（第四中）

303

（私市小）252

200

（藤が尾小） （岩船小）

169

（私市小）

12
（私市小）

12

（第四中） 9

10

（藤が尾小）

（岩船小）

6

（第四中）9

（藤が尾小）

6 6

（私市小）

（岩船小）

12

（第四中）9

（私市小）
12

6

（藤が尾小）（岩船小）

6

小学校

中学校

小規模 適正規模

１１学級以下

８学級以下

１２学級以上２４学級以下

（１学年あたり２～４学級）

９学級以上１８学級以下

（１９学級以上２４学級以下も許容範囲とする）

学校規模適正化基本方針 （望ましい学校規模について）
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資料１２ 第四中学校区の学校施設の諸元 

 

 

岩船小学校

16,545㎡

9,796㎡
6,511㎡

1971（S46）年　（建築後48年）

1972（S47）年　（建築後47年）
○
×

32年　（建替時期：令和33年）
―
62
75

※１　校舎の建築年度は棟別に異なるため、延床面積1,000㎡以上
　　　 の棟のうち、もっとも古い棟の建築年度を記載している。

※２　健全度評価は、平成30年10月末時点における、
　　　 各棟で②の部位ごとに、①の種別で評価し、
　　　 ③の式で健全度を評価。

※３　校舎の健全度評価は、下の式にて算出。

｛面積（棟１）×健全度（棟１）＋・・・＋面積（棟n）×健全度（棟n）｝ = 校舎の健全度
　面積（棟１＋・・・＋棟n）

体育館 92

1982（S57）年　（建築後37年）

健全度

評価※２

校舎 72

長寿命化した場

合の残存年数

校舎 43年　（建替時期：令和44年）
体育館 43年　（建替時期：令和44年）

長寿命化
判定

校舎 ○
体育館 ○

建築年度 校舎※1 1982（S57）年　（建築後37年）

体育館

延床面積 8,094㎡
運動場面積 12,301㎡

第四中学校

敷地面積 19,618㎡



25 

 

 

 

 

R2.3時点

岩船小学校

16,545㎡

9,796㎡
6,511㎡

1971（S46）年　（建築後48年）

1972（S47）年　（建築後47年）
○
×

32年　（建替時期：令和33年）
―
62
75

①部位の健全度 ②部位のコスト配分 ③健全度

※100点満点にするためにコスト配分の

　 合計値で割っている。

※健全度は、数値が大きいほど健全、

　 数値が小さいほど劣化が進んでいる

　 ことを示す。

A： 概ね良好

B： 安全上、機能上、問題なし

C： 安全上、機能上、劣化の兆しがみられる

D： 劣化の程度が大きく、安全上、機能上、問題があり、早急に対応する必要がある

計 60.0

５　給排水設備 6.0

６　空調設備 1.0

D 10 ４　電気設備 8.0

７　昇降機その他 0.5

評価対象部位がオールAの点数

C 40 ３　内部仕上げ 22.4

B 75 ２　外壁 14.9

A 100 １　屋根・屋上 7.2

評価 健全度 部位 コスト配分 総和（部位の健全度×部位のコスト配分）

59
8375

1978（S53）年　（建築後41年）

59

38年　（建替時期：令和39年） 40年　（建替時期：令和41年）
39年　（建替時期：令和40年） 40年　（建替時期：令和41年）

1979（S54）年　（建築後40年）
○ ○

1977（S52）年　（建築後42年） 1979（S54）年　（建築後40年）

○ ○

11,926㎡
5,702㎡ 5,551㎡
10,495㎡

藤が尾小学校 私市小学校

19,367㎡ 51,706㎡
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資料１３ 第四中学校区の校区・地区・通学距離 

 

 

 

 

 

 

（２）第四中学校への通学距離

（５）私市小学校への通学距離

（１）第四中学校区の地区図・小学校区図

（４）藤が尾小学校への通学距離
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R2.12時点

（２）第四中学校への通学距離

（５）私市小学校への通学距離

※星田北7丁目のうち黒破線で囲った区域（既存住宅区域）は、

　星田小学校区、黒破線で囲った区域以外の区域（星田北エリ

　アまちづくり区域）は藤が尾小学校区の場合。

（３）岩船小学校への通学距離

小学校

中学校

2km以内を基本とし、3km以内を許容範囲

3km以内を基本とし、4km以内を許容範囲

学校規模適正化基本方針 （望ましい通学距離について）

【地域の課題】

星田地区・・・第三中学校区の星田小学校区・妙見坂小学校区

・旭小学校区と、第四中学校区の藤が尾小学校

区の、４小学校区・２中学校区にまたがっている。

私部地区・・・第一中学校区の交野小学校区・長宝寺小学校区

と、第四中学校区の藤が尾小学校区の、３小学

校区・２中学校区にまたがっている。
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資料１４ 第四中学校区の適正配置案（一覧表） 

 

 

※「案名称」に斜線のある配置案は、赤字で記載のデメリットを含んでいる。 

※赤字で記載のデメリットは、学校規模適正化基本計画において、教育環境上望ましくないと考えられるもので、第四中 

学校区の学校適正配置案では、以下の①がある。 

①通学距離が学校規模適正化基本方針で定めた許容範囲を超えるような場合 

学校統合
案(8)

岩船
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・岩船小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）

学校統合
案(9)

私市
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・私市小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.9km）

学校統合
案(10)

岩船
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・岩船小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約3.0km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(11)

藤が尾
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約3.0km）
・（新）小学校が一時的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(12)

岩船
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・岩船小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約3.0km）
・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(13)

藤が尾
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約3.0km）
・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る見込みである。

学校統合
案(14)

私市
小学校
敷地

・課題①が解消される。
・私市小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約4.1km）
・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る見込みである。

小中学校
統合案

(3)

岩船小学校・
私市小学校・
第四中学校を統合

第四
中学校
敷地

・課題①が解消される。 ・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.3km）

小中学校
統合案

(4)

岩船小学校・
藤が尾小学校・
私市小学校・
第四中学校を統合

第四
中学校
敷地

・課題①が解消される。
・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.3km）
・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る見込みである。

校区変更
案（1）

藤が尾小学校区に
て小中一貫教育実
践校を設置する。
（藤が尾小学校区が
新しい中学校区とな
る。）

― ・小中一貫教育の成果を認識しやすい教育環境が確保できる。

・第四中学校が小規模化する見込みである。
・課題①が残る。
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

校区変更
案(2)

1)藤が尾
小学校
敷地

2)岩船
小学校
敷地

・（新）小中学校区で、小中一貫教育の成果を認識しやすい教育
環境が確保できる。
・課題①が解消される。

・第四中学校が小規模化する見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

校区変更
案(3)

1)藤が尾
小学校
敷地

2)私市
小学校
敷地

・（新）小中学校区で、小中一貫教育の成果を認識しやすい教育
環境が確保できる。
・課題①が解消される。

・第四中学校が小規模化する見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.9km）
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

校区変更
案(4)

1)藤が尾
小学校
敷地

2)第四
中学校
敷地

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
・（新）小中学校区（藤小校区）で、小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境ができる。

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・（新）小中学校区（岩小・私小校区）で、小中一貫教育の成果を
認識しやすい教育環境ができる。
・課題①が解消される。

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・将来的に（新）小中学校（岩小・私小校区）の中学校が小規模化
する見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.3km）

校区変更
案(5)

1)藤が尾
小学校
敷地

2)岩船
小学校
敷地

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
・（新）小中学校区（藤小校区）で、小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境ができる。

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・（新）小中学校区（岩小・私小校区）で、小中一貫教育の成果を
認識しやすい教育環境ができる。
・課題①が解消される。

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・将来的に（新）小中学校（岩小・私小校区）の中学校が小規模化
する見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。（最長約2.0km）
・岩船小学校敷地は比較的敷地面積が小さい。

校区変更
案(6)

1)藤が尾
小学校
敷地

2)私市
小学校
敷地

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
・（新）小中学校区（藤小校区）で、小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境ができる。

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・（新）小中学校区（岩小・私小校区）で、小中一貫教育の成果を
認識しやすい教育環境ができる。
・課題①が解消される。
・私市小学校敷地は比較的敷地面積が大きい。

＜（新）小中学校区（藤小校区）＞
（・星田駅北の開発による児童生徒数の増加を注視しながら進め
る必要がある。）

＜（新）小中学校区（岩小・私小校区）＞
・将来的に（新）小中学校（岩小・私小校区）の中学校が小規模化
する見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。（最長約2.9km）

案名称

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置まで
の動き

統合後の
学校の
位置

メリット

①
将来的な
岩船小学校
の小規模化

②
将来的な
藤が尾小学校
の小規模化

岩船小学校・
私市小学校
を統合

岩船小学校・
藤が尾小学校
を統合

岩船小学校・
藤が尾小学校・
私市小学校
を統合

1)藤が尾小学校区
にて小中一貫教育
実践校を設置する。
（藤が尾小学校区が
新しい中学校区とな
る。）

2)岩船小学校・私市
小学校を統合する。

1)藤が尾小学校区
にて小中一貫教育
実践校を設置する。
（藤が尾小学校区が
新しい中学校区とな
る。）

2)岩船小学校・私市
小学校・第四中学校
を統合する。

デメリット
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資料１５ 第四中学校区の適正配置案（配置図） 
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